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工　事　監　査　報　告　書

　「会津若松市監査基準に関する規程」に基づき、随時監査を実施したので、その結果を報

告いたします。

第１　監査の種類

　地方自治法第199条第５項の規定による随時監査（工事監査：工事技術調査）

　工事監査（工事技術調査）は、計画、設計、積算、入札、契約、施工管理等の各段階に

おいて、技術的視点から工事が適正に施工されているかを主眼に行われるものであり、品

質の確保はもとより経済性や効率性・有効性の向上を目的に実施するものである。対象と

する工事は設計額が比較的高額（概ね 30,000千円以上）な工事等（調査、設計、工事監理

又は事業の維持管理等を含めて発注するものを含む。）で、技術的に難易度が高く、監査

実施時期において工事進捗率が概ね50％前後のものから、適宜、選択する。

　なお、今回監査の対象とした工事については、当初の設計額が 139,590千円、工事技術

調査時の工事進捗率は約 45％を予定していた。令和２年度に１回目の改修工事が施工され、

会津若松市公園施設長寿命化計画に基づいた重要な改修工事である。

第２　監査の対象

　対象工事：会津総合運動公園あいづ球場スタンド改修工事（その２）

　対象部課：建設部まちづくり整備課、財務部公共施設管理課、総務部契約検査課

  本工事は、会津若松市の都市基幹公園に位置付けられている会津総合運動公園内にある

あいづ球場メインスタンドの改修工事である。あいづ球場は、平成元年の供用開始以来約

30年が経過し、観覧席段床 PC版の継ぎ目シーリングの経年劣化によって、下階の役員室

や放送室に雨漏りが発生し、大会運営や維持管理上で支障をきたしていた。それを改善す

るために、継ぎ目シーリングの改修及び観覧席床の防水改修や観覧席座席改修を令和２年

度工事と令和３年度工事に分けて施工、施設利用者の安全性や利便性向上を図るための重

要な工事であることから工事監査の対象としたものである。

第３　監査対象工事の概要

　１．契約概要

　工 事 名：会津総合運動公園あいづ球場スタンド改修工事（その２）

　工事場所：会津若松市門田町大字御山地内　　　

　契約方法：制限付一般競争入札（事後審査型）
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　契約金額：当初128,073,000円（消費税及び地方消費税の額を含む）

　設 計 額：当初139,590,000円（消費税及び地方消費税の額を含む）

 落 札 率：91.75％

 契 約 日：令和３年10月 11日

 受 注 者：木村建設株式会社　代表取締役　五十嵐　昌江

 工　　期：令和３年10月 11日～令和４年３月24日

 進捗状況：計画出来高 40.0％　実施出来高 36.2％（令和３年12月 31日現在）

 

２．工事概要

　・屋外観覧席段床部防水改修　　　 　  1,722㎡　　　　　　　　  

  ・屋外観覧席座席改修　　　　　　　　 2,150席

 ・屋外観覧席中央通路部防水改修　  　 　106㎡

　・バックネット・防球ネット張替　　　　　１式

　・躯体劣化部補修改修　　　　　　　　　　１式

 ・バックネット昇降手動ウインチ交換改修　８台

　　　　　

第４　監査の着眼点

　全国都市監査委員会が定める実務ガイドライン「第３章　監査等の着眼点」の「第４節

工事監査等の着眼点」を踏まえ、工事の経済性、効率性、有効性の観点から監査を行っ

た。

第５　監査の実施内容

　あらかじめ対象工事に係る関係資料の提出を求め、工事現場において、工事担当職員及

び工事関係者から説明を受けるとともに、施工状況調査を実施し、対面において契約の概

要、設計概要、工事概要、工事監理業務概要の聴取を行った。

　なお、技術面の調査については、技術士法第２条に規定する技術士による支援を受けて

監査品質の向上を図った。

第６　監査の実施場所及び日程

監査の実施期間  

     令和３年11月２日　～　令和４年３月 18日

工事技術調査実施日及び場所

     令和４年１月 14日　現地実査　会津若松市門田町大字御山地内

　　 　　　　　　　　 　書類審査　河東支所３階会議室
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第７　監査の結果

　技術士による工事技術調査結果報告書を踏まえ、前述の監査の着眼点により、「会津総

合運動公園あいづ球場スタンド改修工事（その２）」の工事監査を実施した結果、着工前

書類調査では、工事計画、事前調査、設計、積算、契約について、着工後書類調査では、

施工、安全衛生管理、工程管理、監督・監理、設計変更等についてはおおむね適正である

と認められた。ただし、今回の工事で最も重要な防水改修工事においては、技術士より施

工計画書・施工要領書の内容が不十分であるとの指摘を受け、設計図書に沿った施工が確

実に実施されるよう十分監理することを要望した。

　なお、所見については次のとおりである。

１．着工前書類の調査

（１）工事計画について

　会津総合運動公園は、本市の都市公園として都市基幹公園に位置付けられ、その中核

施設であるあいづ球場に対して、会津若松市公園施設長寿命化計画に基づいた公園施設

長寿命化事業により、改修を進めているところである。令和２年度に、メインスタンド

中央通路より下段の段床防水改修、観覧席座席改修を施工している。今回の令和３年度

改修工事では、メインスタンド中央通路より上段の段床防水改修、観覧席座席改修、

バックネット・防球ネット張替を施工中である。（２回の工事において、中央通路の防

水層をラップさせることで、防水性を高めている。）次年度以降には、屋内天井張替工

事を予定している。今後も会津若松市公園施設長寿命化計画に基づき、必要に応じた改

修を行っていく予定であり、工事計画について特に問題はなかった。

（２）事前調査について

　あいづ球場は、前述の通り会津総合運動公園内にあり、振動・騒音等に関する規制は

無く、計画・設計・工事に関して立地条件、周辺環境に特別な配慮は必要としないため、

特に事前調査等は行っていない。ただし、都市公園法関係規定による公園管理者との協

議に基づき、工事発注時期、工事関係車両駐車スペース、工事車両進入経路等を決定し

ている。事前調査について、特に問題はなかった。

（３）設計について

　　ア 設計方針

　あいづ球場は段床部分が PC版で施工されており、その目地に打たれたシーリングが経

年劣化を起こし、そこから下部へ雨漏りしていることが推測された。そのため、既存目

地シーリングを撤去の上で新しく目地シーリングを打ち直し、目地ガラスクロスで補強

して、その上から防水を施工する設計としている。防水の材料、工法の選定では、福島

県内外の自治体に対する視察や聞き取り調査を実施、防水施工業者や防水メーカー等に
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も聞き取り調査を行った上で、防水下地の PC版の動きに追従でき、歩行用の防水工法で

あるウレタン樹脂塗膜防水（目地ガラスクロス補強）工法を採用している。また、防水

の耐用年数は約15年としている。防水工法の選定は適切であると判断した。　

　

　　イ 設計根拠・準拠指針

　今回の改修工事で、準拠している主な設計指針等は次のとおりである。

　・福島県土木部　建築関係工事積算基準

　・公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成31年版）国土交通省大臣官房官庁営

　　繕部監修

　・建築改修工事監理指針　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　設計根拠・準拠指針について、特に問題はなかった。

　　ウ その他

①コスト縮減

　既存と同じ屋外観覧席メーカーの座席を使用することを条件に、観覧席座席の脚部を

再使用することで、約12,900,000円のコスト縮減が図ることができた。

②環境配慮

　観覧席座席の脚部（アルミ製）を再使用することにより、資材削減につながり、更に

は産業廃棄物の量を減らすことができた。

③利便性向上

　露出防水工法を採用しているため、防水の劣化の進捗状況を目視で確認することがで

き、防水を防滑仕様とすることで、利用者の転倒防止等の安全確保につながっている。

その他について、特に問題はなかった。

（４）積算について

  　ア 積算とその根拠

　数量の拾い出しは、福島県土木部　建築関係工事積算基準に基づき、設計業務委託を

受注した設計事務所が実施した。設計事務所で内部照査を行い、更に本市の担当者が照

査し、妥当性を確認している。

　　イ 単価とその根拠

　単価は、福島県土木部　設計資材単価等決定基準に基づき、建築関係事業単価表を採

用し、これに記載のない項目については、刊行物（建築コスト情報、建築施工単価、建
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設物価、積算資料）を採用した。更に、刊行物にも記載のない項目については、３者以

上から徴取した見積の最低価格を採用している。各工事の見積比較表を確認し、単価設

定プロセスと根拠について、妥当と判断した。

（５）契約について

　  ア 入札の経緯

　 ①設計委託業者の入札

　本市で作成した防水工法、施工範囲等の基本計画に基づいて、会津総合運動公園あい

づ球場改修工事実施設計業務委託における設計事務所選定のため、市内の設計事務所

を対象に、制限付一般競争入札（事後審査型）を実施した。５者が入札し、有限会社

和泉設計が落札した。

②施工業者の入札　

　施工業者の入札は、制限付一般競争入札（事後審査型）を令和３年８月 16日付で公告

開始し、９月８日開札した結果、入札参加者６者とも最低制限価格を下回り失格、入札

不落となった。令和３年９月 14日に初度入札者６者に対し再入札を実施したところ、再

び６者とも最低制限価格を下回り入札不落となった。設計金額及び工期を見直し、３回

目の入札を令和３年９月21日付で公告開始し、10月８日に開札した結果、木村建設株式

会社が落札し 10月 11日に契約を締結している。３回目の入札に応札した８者の工事費内

訳書の内容を確認し、特に問題はなかった。

　入札の経緯について①、②を確認したが、入札は適正に実施されたと判断した。

　なお、入札が２回も入札不落となった要因としては、予定価格が１億円以上の工事で

あるため、入札各社の受注意欲が高く、安値応札となったものと推測される。

　　イ 契約書類一式の整備状況

　契約に関する書類として、建設工事請負契約書（令和３年 10月 11日付）、着手届（令

和３年 10月 11日付）、工程表、現場代理人等通知書（監理技術者含む）（令和３年 10

月 11日付）を確認した。特に、監理技術者の経歴書、監理技術者資格者証を注視し、有

資格者であることを確認した。契約は適切に実施されたと判断した。

 　 ウ 諸届と保険類

　建設工事に関する各種保険、諸届の書類として下記を確認した。

　・保証証書（前払金保証）保証金額 64,030,000円　東日本建設業保証株式会社

　・保証証書（契約保証）　保証金額 12,807,300円　東日本建設業保証株式会社

　・全国建設業協同組合連合会　全建協連総合補償制度（第三者賠償補償制度、土木・
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　　建築工事補償制度、傷害総合補償制度）加入者証

　・工事保険（火災、損害など付保内容）損害保険ジャパン株式会社　保険加入内容証

　　明書（請負業者賠償責任保険、施設所有管理者賠償責任保険、生産物賠償責任保険、

　　土木工事保険、建設工事保険に加入）

　・建設労災補償共済保険証券　年間完成工事高契約　建設業福祉共済団

　・建設業退職金共済掛金収納書

　・工事実績データの作成・登録の登録内容確認書

　以上の書類を確認したところ、特に問題はなかった。

　　

２．着工後書類調査

（１）施工について

　　ア 施工計画書

　適切な施工が計画されているかを判断する書類として、総合施工計画書及び本工事の

主要工事である観覧席座席工事、防水工事の要領書を確認した。

　総合施工計画書は、施工体制、工程管理、安全管理、品質管理、環境対策など工事全

般に関する総合的な計画をまとめた計画書となっており、特に問題はなかった。

　観覧席座席改修工事要領書では、観覧席座席設置に関する施工方法、作業手順が示さ

れ、アンカー設置など手順ごとの管理項目、管理基準、管理方法などがまとめられ、そ

れに基づいた自主検査管理の実施が示されている。要領書に基づいた自主検査を、確実

に現場で実施することを強く求めたい。

　防水工事は本工事の品質を左右する最重要工事であり、高圧水洗浄・ケレン、シーリ

ング工事、補強用クロス貼付け、下地調整、プライマー、ウレタン防水工事等多くのプ

ロセスからなっているが、防水改修工事要領書にそれぞれの工事の施工方法、施工手順

の詳細な記述がなく、各プロセスにおける管理項目、管理基準、管理方法等も不明確で

あるとの指摘を受けた。

　ウレタン防水にとって膜厚の管理は最も重要な管理点であり、使用量（塗布面積と使

用缶数の照合）により管理するのが一般的であるが、管理基準を明確化していないとの

指摘があった。

　また設計図書に、「防水プライマーを塗布する前に含水率を測定する。」、「防水下

地としての含水率は防水メーカーが定める値をクリアする。」と記載されているが、要

領書には含水率の測定方法や判定基準も明記されていないと指摘を受けた。防水改修工

事に関しては、施工要領書の追記、修正を行い、現場施工においても、指摘された事項

を活かしてより良い施工を期待したい。

　　イ 施工管理資料の整備状況

  施工管理状況の資料として工事写真を確認した。工事写真は重要な記録であり、撮影
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日時、撮影場所（通り名等）、作業内容、仕様等の説明が必要であるが、不十分な写真

が多いとのことで改善の指摘があった。今後の写真管理に活かすことを求める。

  産業廃棄物処分計画を確認した。産業廃棄物である廃プラスチック、汚泥、金属くず

のマニフェスト伝票の写し、運搬経路、処理業者、運搬業者の許可証の写し、契約書等

を確認した結果、適正に処理されていると判断した。

（２）安全衛生管理について

　現場の安全衛生管理の実施状況として、ＫＹ活動の記録、新規入場教育の記録・資料、

施工業者各社による安全パトロール記録、安全教育・安全衛生協議会の実施記録、機

械・工具等の点検表を確認した。安全衛生管理の実施状況は概ね良好と判断した。

　現場掲示が必要な標識類である建設業の許可票、労災保険関係成立票、施工体系図、

建設業退職金共済制度適用事業主の現場標識、緊急時連絡表、作業主任者は掲示されて

いたが、建設業法施行規則第 14条の３「下請負人に対する通知等」だけが未掲示だった

ため、掲示を求めたい。

　設計図書の仮設計画図に示された仮設設備の設置状況を確認したが、現場の積雪のた

め十分確認できなかった。その中で、プラスチックフェンスによる区画、仮設通路、イ

メージアップとしての夜間照明設備（チューブライト）等の一部が確認できた。また、

外部足場の設置状況、使用建設機械が排出ガス対応型、低騒音型であることは工事写真

で確認できた。ただし、車両系建設機械作業計画（労働安全衛生規則第 155条）の作成は

確認できなかったため、作成及び内容確認を求めたい。

（３）工程管理について

　12月 31日現在で、計画出来高 40.0％のところ実施出来高 36.2％であり、12月の降雨、

降雪により工程に遅れが生じている。現状で 10％以上の遅延は発生していないが、今後

の天候による工程の遅れが懸念されるため、施工業者に変更計画工程表を提出させてい

る。その変更計画工程表によると、遅延している防水工事を２月から再開し、３月初旬

の完了を目指している。２月の天候に左右されないよう、作業前に施工箇所のシート養

生を行うことで、作業開始時の除雪作業の簡略化、下地乾燥期間の短縮を図ることがで

きる。工程管理に追われて、防水工事の品質管理がおろそかにならないように、十分な

品質管理が求められる。

（４）監督・監理について

　監理は、公共施設管理課が担当している。施工業者から工事監督員及び施設管理者に

提出される２週間工程表に基づき、進捗状況の説明及び予定の確認、調整を行っている。

随時連絡を取り、協議・確認等の対応、現場立会を実施しており、定例会議等は特に実

施していない。また、施工業者から毎月提出される、工事履行報告書、出来高計算書、
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工事別・工程進度表、当月の出来高状況、工事状況写真等を確認した。特に問題点は見

つからず、監督・監理状況は適切と判断した。

（５）設計変更について

　現時点においては変更契約は行われていないが、施工業者より構造物状況調査報告書

が提出され、下記の２点について変更協議を実施している。

①欠損部、クラック補修箇所の施工数量調査による数量の増加

②バックネットの縦ロープについて、ワイヤー点検時に被膜内の腐食による赤サビの進

行が著しかったため、再取付から取替に変更

２点の変更により、合計で税込 105万円程度の増額変更契約を予定している。

（６）その他の所見

　入札において、２回入札不落となったことで着工が約１か月遅れ、更に 12月の降雨、

降雪が相まったことで工事工程の遅れが生じてしまった。変更工程表を確認すると、

バックネット改修、防水工事、座席搬入が同時施工となることが予想される。それぞれ

の施工において連絡調整を密にし、場内の整理整頓に努め、安全と品質確保に留意した

監理が必要となる。　　

　また工事完成時には、完成図、施工図、保全に関する資料、完成写真等の特記仕様書

に定められた書類、定期的な点検事項や緊急時の連絡体制等の引継ぎ事項を施工者、施

設管理者間で協議を行い、円滑な引渡しが行われるように十分な準備が必要である。
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工事技術調査実施状況写真

       現地実査　令和４年１月 14 日  事業概要説明
　　　　

     
     現地実査　令和４年１月 14 日　前年度施工部分の説明
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 　 現地実査　令和４年１月 14 日     防水工事施工部分の説明 

     
      現地実査　令和４年１月 14 日　観覧席再使用脚部の確認
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　　　現地実査　令和４年１月 14 日 現場掲示物の確認

　　　　　
      書類審査　令和４年１月 14 日　代表監査委員　開会あいさつ
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　　　書類審査　令和４年１月 14 日　技術士あいさつ

　　　
       書類審査　令和４年１月 14 日　質疑応答
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      書類審査　令和４年１月 14 日　質疑応答
　　　

　　　
      所見・講評　令和４年１月 14 日　
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　　　所見・講評　令和４年１月 14 日　担当課あいさつ

　　　　　
      所見・講評　令和４年１月 14 日　監査委員　閉会あいさつ　

14



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術調査実施日   令和４年１月１３日（木）・１４日（金） 

 

技術調査実施場所  会津若松市河東支所 3 階会議室及び 

現場（会津若松市門田町大字御山地内） 

 

監査執行者              代表監査委員   菅井 隆雄 

監査委員   目黒 章三郎 

 

調査立会者            監査事務局 

事務局長   尾崎 重治 

副主幹    遠藤 雅史 

 

調査対象工事    会津総合運動公園あいづ球場スタンド改修工事 

（その２） 

 

 

 

 

 

 

令和３年度 

会津若松市工事監査技術調査結果報告書 

 

 

令和４年２月１日 

 

協同組合 総合技術士連合 
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令和３年度 

会津若松市工事監査技術調査結果報告書 

 

       協同組合 総合技術士連合 

         技術士（建設部門）谷口 英武 

 

技術調査実施日   令和４年１月１３日（木）・１４日（金） 

技術調査実施場所  会津若松市河東支所３階会議室及び 

現場（会津若松市門田町大字御山地内） 

 

調査対象工事 

会津総合運動公園あいづ球場スタンド改修工事（その２） 

 

出席者 

建設部・まちづくり整備課 

課長     小澤 隆夫     

              副主幹    花泉 大輔 

              技査     佐久間 慎雄 

 

      財務部・公共施設管理課 

              課長     菅家 登 

              主幹     渡部 敏行 

              副主幹    小窪 浩二 

              主任技師   千葉 暢彦 

主任主事   荒井 雅樹 

 

総務部・契約検査課    

課長     佐藤 鉄也     

              副主幹    酒井 潤 

 

      監査事務局 

              代表監査委員 菅井 隆雄 

              監査委員   目黒 章三郎 

              事務局長   尾崎 重治 

              副主幹    遠藤 雅史   
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工事概要 

１）工事場所：会津若松市門田町大字御山地内 

２）委託設計業者：有限会社 和泉設計 

３）工事請負業者：木村建設株式会社 

４）工事請負金額：116,430,000 円（税抜）128,073,000 円（税込） 

【設計額：126,900,000 円（税抜）139,590,000 円（税込）】 

５）請負率：91.75％ 

６）工期：令和 3 年 10 月 11 日～令和 4 年 3 月 24 日 

７）工事概要：屋外観覧席段床部防水改修      1,722 ㎡ 

       屋外観覧席座席改修             2,150 席 

       屋外観覧席中央通路部防水改修     106 ㎡ 

       バックネット・防球ネット張替     １式 

       躯体劣化部補修改修          １式 

       バックネット昇降手動ウインチ交換改修 ８台 

敷地面積：300,999.38 ㎡（運動公園全体面積） 

延床面積：   2,583.443 ㎡（メインスタンド棟） 

建築面積： 13,633.44   ㎡ 

構  造：ＲＣ造 

階  数：２階建て 

施設内容： 

① メインスタンド棟（今回改修工事施設） 

② １塁側内野スタンド棟 

③ ３塁側内野スタンド棟 

④ 外野スタンド 

⑤ スコアボード 

⑥ グラウンド 

８）工事進捗状況： 

計画出来高 40.0％  実施出来高 36.2％ 

                 （令和３年 12 月 31 日 現在） 

９）工事監督員 

財務部・公共施設管理課  主任技師 千葉 暢彦 
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１． 工事技術調査所見 

当工事の計画・調査・設計・仕様・積算・契約・施工管理・検査・監理・監

督等の各段階における書類各種の抜き取り審査、現地施工状況の現場実査を行

った。現場実査は積雪のため、ごく一部しか確認できなかったが、施工業者か

ら提出された書類の整備状況、監督員による現場の状況把握は良好で、適切な

設計、契約、監理が行われていると判断した。 

今回の工事の最も重要な工事である防水改修工事に関しては、計画書・要領

書の作成内容が不十分であり、設計図・仕様に沿った施工が確実に実施される

ように十分な監理を要望する。 

 

２． 着工前書類の調査 

(１) 工事計画について 

会津総合運動公園は、会津若松市の都市公園として、都市基幹公園に位置付

けられている。あいづ球場は、その中核施設の一つであるが、平成元年の供用

開始以来約 30 年が経過しており、施設全体の老朽化が顕在化し、特に、役員

室や放送室の雨漏りが顕著で、大会運営や維持管理上、支障をきたしている。

本工事の目的は、会津若松市公園施設長寿命化計画に基づく公園施設長寿命化

事業として、あいづ球場の計画的な改修を行い、利用者の安全性や利便性向上

を図るものである。 

令和２年度に改修工事（その 1）として、メインスタンド中央通路よりも下

部の防水・観覧席などの改修工事を実施、今回の（その２）工事は、中央通路

よりも上部の改修工事を行うものである。（その２）工事で、スタンド改修工

事を完了し、令和４年度以降からは、屋内天井の張替工事を予定している。 

今後も会津若松市公園施設長寿命化計画に基づき、必要に応じた改修を計画

的に実施するとのことである。高齢者等への配慮から、階段の手摺設置などを

予定しているとのことであるが、車いす対応などのバリアフリー化・ユニバー

サルデザインに対応した改修計画も盛り込まれることを要望する。 

本工事は、国の社会資本総合整備交付金公園施設長寿命化対策支援事業の対

象となっており、国費率 50％となっており、残り 50％は、会津若松市の市費

で実施している。 

 

(２) 事前調査 

あいづ球場は、会津総合運動公園内にあり、振動・騒音等の規制もなく、計

画・設計・施工に関して、立地条件、周辺環境などに関する特別な配慮は必要

なく、事前調査等は特に行っていないとのことである。 

都市公園法関係規定による公園管理者との協議を実施し、協議に基づき工事
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の発注時期・工期、搬入路計画などを決定したとのことであった。 

 

(３) 設計について 

ア 設計方針 

観覧席の段床は、PC 版で施工されており、その繋ぎ目部分のシーリング

の経年劣化に伴い、その箇所から雨漏れが生じていると推測され、既存シー

リングを改修し、その上から防水工事を実施することとしている。 

防水の材料・工法の選定にあたり、同様の施設の観覧席の防水改修実績を

参考とするため、福島県内外の他市への視察や聞き取り調査を実施、防水専

門工事業者やメーカーなどにも十分な聞き取り調査を実施したうえで工法を

選定している。防水下地となる PC 版の地震時等の動きに追従できる工法で、

歩行用の防水工法であるウレタン樹脂塗膜防水（目地ガラスクロス補強）工

法を採用している。ウレタン防水層は、FRP 防水と較べると耐摩耗性・耐紫

外線性などに難点はあるが、十分な塗厚を確保し、トップコートを施すこと

により難点を補うことができ、適切な選定と判断した。 

防水保証期間としては、工事完成引渡しより 10 年間であるが、竣工後 10

年程度でトップコートを施すことにより、耐用年数を延伸することができる

と見込んでおり、耐用年数は約 15 年と考えているとのことである。 

 

イ 設計根拠・準拠指針 

今回の改修工事で、準拠している主な設計指針等は次のとおりである。 

・ 福島県土木部建築関係工事積算基準 

・ 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31 年度版）国土交通省

大臣官房官庁営繕部監修 

・ 建築改修工事監理指針 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 

 

ウ その他 

設計上、コスト縮減や環境配慮、利便性向上などを目的に下記の項目を設

計に取り入れている。 

① コスト縮減 

観覧席における座席の脚部を再使用することにより、約 12,900,000 円

（2,150 席×約 6,000 円/席）のコスト縮減を行っている。 

② 環境配慮 

観覧席における座席の脚部（アルミ製）を再使用することにより、資材の

削減を行っている。アルミはリサイクル可能な材料ではあるが、アルミのリ

サイクルには電力が必要であり、また、回収などのための輸送も必要となる
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ため、結果としてプロジェクト全体での温室効果ガス（CO２）排出を抑制す

る効果があり、時宜にかなっている。 

③ 利便性向上 

露出防水工法を採用しているため、劣化の進み度合いを目視で確認できる

利点がある。トップコートが剥がれてくるとウレタン防水層の変色などが確

認でき、トップコート施工時期の判断など効果的な維持管理ができる。 

また、観客等が歩行する箇所での防水であることから防滑仕様とすること

により、利用者の転倒防止などの安全性確保をはかっている。 

 

(４) 積算について 

ア 積算とその根拠 

数量の拾い出しは、福島県土木部「建築関係工事積算基準」に基づき設計

委託業者により実施、委託業者による内部照査を行ったものを、市の担当者

が再度照査し、妥当性を確認したとのことである。 

 

イ 単価とその根拠 

単価は、福島県土木部「設計資材単価等決定基準」に基づき「建築関係事

業単価表」を採用し、これに記載のないものについては、下記刊行物を参照

したほか、3者以上から徴収した見積りの最低価格を査定の上、採用したと

のことである。各工事の見積もり比較表を確認した。単価設定プロセスとそ

の根拠は、妥当と判断した。 

 ・福島県土木部「設計資材単価等決定基準」「建築関係事業単価表」 

 ・建築コスト情報【（一財）建設物価調査会】 

 ・建築施工単価【（一財）経済調査会】 

 ・建設物価【（一財）建設物価調査会】 

 ・積算資料【（一財）経済調査会】 

 

(５) 契約について 

ア 入札の経緯 

① 設計委託業者の入札 

会津若松市で作成した防水工法・施工範囲などの基本計画に基づいて実施

設計を行う設計事務所選定のため、市内の設計事務所を対象に一般競争入札

を実施、5 社が入札したが最低設計価格を提示した有限会社 和泉設計が落

札した。 

② 施工業者の入札 

施工業者の入札は制限付き（市内業者、資格総合点 780 点以上、施工実
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績）一般競争入札を令和 3 年 8 月 16 日付で公告開始し、9 月 8 日に開札し

たところ、入札参加者 6 者とも最低制限価格を下回り失格、入札不落となっ

た。初度の設計額は 140,910,000 円（税込み）とのことである。 

令和 3 年 9 月 14 日に初度入札者 6 者に対し再入札を実施したところ、再

び 6 者とも最低制限価格を下回り入札不落となった。 

設計金額及び工期を見直し、３回目の入札を令和 3 年 9 月 21 日付で公告

開始し、10 月 8 日に開札した結果、木村建設株式会社が落札、10 月 11 日に

契約を行っている。3 回目の入札に応札した 8 者の工事内訳書を確認、３者

が最低制限価格を下回り失格している。入札は適切に実施されたと判断した。 

・受注者     木村建設株式会社 

・設計額    139,590,000 円（税込み） 

・請負金額   128,073,000 円（税込み） 

・落札率     91.75％ 

入札が２回入札不落となったため、着工が１か月遅れたことと 12 月の降

雨・降雪が相まって、現状の厳しい進捗状況となっているようである。  

入札が２回も入札不落となった要因としては、予定価格が 1 億円以上の工

事であるため、入札各社の受注意欲が高く、安値応札となったものと推測さ

れるとのことである。 

 

イ 契約書類一式の整備状況 

契約に関する書類として、建設工事請負契約書（令和 3 年 10 月 11 日付）、

着手届（令和 3 年 10 月 11 日付）、工程表、現場代理人等通知書(監理技術者

含む）（令和 3 年 10 月 11 日付）を確認した。 

監理技術者の経歴書、監理技術者資格者証（平成 36 年 1 月 4 日 有効）

を確認、有資格者であることを確認した。 

契約は適切に実施されたと判断した。 

 

ウ 諸届と保険類 

建設工事に関する各種保険、諸届の書類として下記を確認した。  

・ 保証証書（前払金保証）保証金額 64,030,000 円 東日本建設業保証株

式会社 

・ 保証証書（契約保証） 保証金額 12,807,300 円 東日本建設業保証株

式会社 

・ 全国建設業協同組合連合会 全建協連総合補償制度（第三者賠償補償制

度、土木・建築工事補償制度、傷害総合補償制度）加入者証 

・ 工事保険（火災、損害など付保内容）損害保険ジャパン株式会社 保険
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加入内容証明書 （請負業者賠償責任保険、施設所有管理者賠償責任保

険、生産物賠償責任保険、土木工事保険、建設工事保険に加入） 

・ 建設労災補償共済保険証券 年間完成工事高契約 建設業福祉共済団 

・ 建設業退職金共済掛金収納書 

・ 工事実績データの作成・登録の登録内容確認書 

 

３． 着工後書類調査 

(１) 施工について 

ア． 施工計画書 

適切な施工が計画されているかを判断する書類として「総合施工計画書」

および当該工事の主要な工事である観覧席座席工事と防水工事の要領書を確

認した。 

「総合施工計画書」は、施工体制、工程管理、安全管理、品質管理、環境

対策など工事全般に関する総合的な計画をまとめた計画書となっている。  

「観覧席座席改修工事要領書」では、観覧座席設置に関する施工方法、作

業手順が示されており、アンカー設置など手順ごとの管理項目、管理基準、

管理方法などがまとめられており、それに基づいた自主検査管理の実施がう

たわれている。要領書に基づいた自主検査が確実に実施されていることを適

宜確認することをお勧めする。 

防水工事は当工事の品質を左右する最も重要な工事であるが、提出されて

いる「防水改修工事要領書」の内容は、作業員に作業内容を周知徹底するに

は不十分な内容である。当防水改修工事は、高圧水洗浄・ケレン、シーリン

グ工事、補強用クロス貼付、下地調整、プライマー、ウレタン防水工事など

多くのプロセスからなっているが、それぞれの工事の施工方法・手順の詳細

な記述がなく、また、各プロセスにおける管理項目、管理基準、管理方法な

ども不明確である。ウレタン防水にとって膜厚の管理は最も重要な管理点で

あり、使用量（塗布面積と使用缶数の照合）により管理するのが一般的であ

るが、管理基準が明確に記載されていない。参考であるが、最近では、渦電

流式膜厚計とアルミテープを使用した非破壊式の膜厚測定方法も利用されて

いることを紹介しておく。 

設計図書では、「防水プライマーを塗布する前に含水率を測定」し、「含水

率は防水メーカーが定める値をクリアする」とあるが、要領書には含水率の

測定方法や判定基準も明記されていない。防水工事は、10 年保証の責任施

工ではあるが、耐用年数 15 年間を予定しており、仕様通りの確実な施工が

行われるように監理しておくことが重要である。シーリング工事、塗膜防水

工事ともに防水工事技能士の配備が要求されている。現場での資格者証の確
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認をお勧めする。 

 

イ． 施工管理資料の整備状況 

施工管理状況の資料として工事写真を確認した。工事写真は重要な記録で

あり、撮影日時、撮影場所（通り名など）、作業内容、仕様などの説明が必

要であるが、不十分な写真が多かった。改善をお願いする。 

産業廃棄物の処分計画を確認した。産業廃棄物である廃プラ、汚泥、金属

のマニュフェスト伝票の写し、運搬経路、処理業者、運搬業者の許可証の写

し、契約書などを確認した。適切に処理されていると判断した。 

 

(２) 安全衛生管理 

現場の安全衛生管理の実施状況として、KY 活動の記録、新規入場教育の記

録、新規入場教育資料、施工業者店社による安全パトロール記録、安全教育・

安全衛生協議会の実施記録、機械・工具等の点検表を確認した。実施状況は概

ね良好と判断した。 

現場掲示が必要な標識類である建設業の許可票、 労災保険関係成立票、 施

工体系図、 建設業退職金共済制度適用事業主の現場標識、 緊急時連絡表、作

業主任者が表示されていたが、建設業法施行規則 第 14 条の 3「下請負人に

対する通知」が未掲示であった。 

設計図書の仮設計画図に示されている仮設設備の設置状況は、現場の積雪の

ために十分確認できなかったが、プラフェンスによる区画状況、仮設通路、イ

メージアップとしての夜間照明（チューブライト）などの一部を確認した。ま

た、外部足場の設置状況、使用建機が排出ガス対応型、低騒音型であることを

工事写真により確認した。 

車両系建設機械作業計画書（労働安全衛生規則第 155 条）の作成状況は確認

できなかった。最近はインターネットで作成事例などが検索できるので、事例

を参考に、移動式クレーンなどを使用する作業を行う際には、作成状況・内容

の確認を要望する。 

 

(３) 工程管理 

12月31日現在で、計画出来高40.0％のところ、実施出来高36.2％であり、

12月の降雨・降雪により工程に遅れが生じているとのことである。現状では

10％以上の遅延は発生していないが、今後も天候による遅れが懸念されるため、

施工業者に変更計画工程表を提出させている。 

変更計画工程表を確認したが、降雨・降雪により遅延している防水工事を2

月から再開、3月初旬の完了を予定している。2月の天候が危惧されるが、防水
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工事の工程を確保するため、施工箇所を作業前にシート養生することにより、

作業開始時の除雪作業の簡略化及び下地乾燥期間の短縮を図る計画とのことで

ある。工程に追われ、防水工事の品質管理がおろそかにならないように、十分

な品質管理をお願いする。 

本来3月当初に着手予定の座席取付工事・後片付けは、作業員を確保するこ

とで、座席取付けの工期を短縮して、工期内に完了する計画としている。 

今後の天候によっては、かなり厳しい工程となることが予測されるが、工程

だけでなく、品質管理・安全管理を含めた施工業者との綿密な打ち合わせをお

こない、協議・確認しながら工事を進めるようにお願いする。 

 

(４) 監督・監理 

監理は会津若松市 財務部 公共施設管理課が担当しており、施工業者から

工事監督員及び施設管理者に提出される二週間工程表に基づき、進歩状況の説

明及び予定の確認・調整を行っている。随時連絡を取り、協議・確認等の対応、

現場立会を実施しており、定例会議等は特に実施していないとのことであった。 

また、施工業者から毎月提出される、工事履行報告書、出来高計算書、工事

別・工程進度表、当月の出来高状況、工事状況写真などを確認した。監督・監

理状況は適切と判断した。 

 

(５) 設計変更 

まだ変更契約は行っていないが、施工業者から構造物状況調査報告書が提出

されており、以下の2点について変更協議を実施しているとのことである。 

①欠損部、クラック補修箇所の施工数量調査による数量の増加 

②バックネットの縦ロープについて、ワイヤー点検時に被膜内の腐食による

赤錆の進行が著しいことが確認されたため、再取付から取替に変更 

2点の合計として税込105万円程度増の変更契約を予定しているとのことであ

る。 

 

(６) その他の所見 

変更工程表によると、工程の遅れにより、バックネット改修、防水工事、座

席搬入が錯綜する工事工程となるため、連絡調整を密に行い、場内の整理整頓

に一層の注意を払い、安全と品質確保に留意した監理をお願いする。 

施工完了時には、完成図、施工図、保全に関する資料、完成写真など特記仕

様に定められた書類、定期的な点検事項や緊急時の連絡体制などの引き継ぎ事

項を施工者・建物管理者間で協議を行い、円滑な建物の引き渡しが行われるこ

とを祈っている。 


